
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍事項証明（戸籍）とは･･･『現在の戸籍』 

除籍事項証明（除籍）とは･･･ 

婚姻や死亡により『誰も残っていない戸籍』 

改製原戸籍とは･･･ 

法律の改正やコンピュータ化により『作り替えられる前の元

になった戸籍』 

蘭越町のコンピュータ化稼働日は、平成２５年３月４日 

 法律の改製は、昭和２２年と昭和３２年 

全部（謄本）とは･･･『戸籍の全部』の証明 

個人（抄本）とは･･･『戸籍の一部（１人分）』の証明 

 

身分証明とは･･･次の３つの証明 

①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 

②後見の登記の通知を受けていない。 

③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。 

 

戸籍の附票とは･･･戸籍に入っている人の住所を記録したもの 

 

住民票とは･･･住民の氏名・住所等を記録した帳票 

世帯全部とは･･･『世帯全員』の写し 

世帯一部とは･･･『世帯一部（１人分）』の写し 

除かれた住民票とは･･･転出・死亡等で消除された住民票 

申 請 日 

筆頭者とは･･･戸籍の 1 番初め

に書かれている人。筆頭者の方

が亡くなられても変わりません。 

1 人分が欲しい時は、その人の名前 

 

使用目的は、詳しく書いてください。 

請求者の住所・氏名・電話番号・

続柄を正しく書いてください。 

 

①本人確認資料とは･･･ 

氏名・住所等が確認できる書類（運転免許証・マイナンバーカー

ド・健康保険証・被保険者証・年金手帳等） 

※詳しくは本人確認資料を参考にしてください。 

必ず『氏名・住所』の記載がある面の写し（コピー）を同封して

ください。 

②定額小為替とは･･･ 

郵便局で発行しています。 

手数料分を購入してください。 

③返信用封筒には･･･ 

現住所あてに送付することが原則となりますので『住所・氏名』

を明記し、『返信用切手』を貼付してください。 

必ず同封するもの 

 

戸籍・住民票等証明申請

（郵送用）に当たっての注意事項  

 

 

 


